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北海道自治労連／日本自治労連秋田県本部／岩手自治労連／日本自治労連福島県本部／自治労連共済／東京自治労連／自治労連千葉県本部／長野県自治労連／静岡自治労連／自
治労連愛知県本部／京都自治労連／奈良自治労連／和歌山県自治労連／兵庫自治労連／自治労連鳥取県本部／日本自治労連岡山県本部／徳島自治労連／自治労連愛媛県本部／大
阪公務・公共関連労働組合共闘会議／国家公務員労働組合大阪地区連合会／通信産業労働組合／国労大阪地区本部／建交労大阪府本部／自交総連大阪地連／化学一般関西地方本
部／全印総連大阪地連／全国一般大阪府本部／大阪医療労働組合連合会／JMIU大阪地本／福祉保育労大阪地本／大阪年金者組合／金融労連近畿地協／JMIUビクターサービス
支部／民放労連近畿地連／全港湾阪神支部／全港湾築港支部／豊能地区協議会／北河内地区協議会／河南地区協議会／堺労連／大阪市地区協議会／大阪府市町村職員共済組合／
大阪府市町村職員年金者連盟／大阪府市長会　向井通彦／大阪府町村会　中　和博／関西共同印刷所／近畿労働金庫地区統括本部／日本共産党大阪市会議員団／かんきょう

MOVE／日本国民救援会大阪府本部／明るい民主大阪府政をつくる会／大阪市をよくする会／進歩と革新めざす大阪懇話会／憲法改悪阻止大阪府各界連絡会議／民主法律協会／日本中国友好協会大阪府
連合会／大阪府AALA連帯委員会／日本コリア協会大阪／大阪平和委員会／新日本婦人の会大阪府本部／機関紙協会大阪府本部／関西勤労協／大阪府保険医協会／大阪府歯科保険医協会／全大阪消費者団
体連絡会／安保破棄諸要求貫徹大阪実行委員会／大阪母親大会連絡会／全大阪生活と健康を守る会連合会／大阪のうたごえ協議会／大阪文化団体連合会／大阪労連共済／きづがわ共同法律事務所／京橋共
同法律事務所／河村武信・西晃法律事務所／豊中総合法律事務所／大阪市長　橋下　徹／堺市長　竹山修身／岸和田市長　野口　聖／豊中市長　浅利敬一郎／泉大津市長　神谷　昇／高槻市長　濱田剛史
／貝塚市長　藤原龍男／枚方市長　竹内　脩／茨木市長　木本保平／八尾市長　田中誠太／泉佐野市長　千代松大耕／富田林市長　多田利喜／寝屋川市長　馬場好弘／和泉市長　辻　宏康／羽曳野市長　
北川嗣雄／門真市長　園部一成／高石市長　阪口伸六／藤井寺市長　國下和男／四條畷市長　田中夏木／交野市長　中田仁公／大阪狭山市長　吉田友好／河南町長　武田勝玄／千早赤阪村長　松本昌親

大会に寄せられた
メッセージ・祝電

2013年度の大阪自治労連の役員

▶執行委員長　大原真（松原市職労）▶副執行委員長　前田博史（吹
田市職労）／小山国治（大阪府職労）／中山直和（大阪市労組）／星
昭雄（堺市職労）▶書記長　荒田功（東大阪市職労）▶書記次長　渡
辺真千（羽曳野市職労）▶執行委員　竹中道子（大阪府職労）／高本
幸義（大阪府職労）／塩見悦子（堺市職労）／斎藤伸吉（吹田市職
労）／芝山光代（大阪府職労）／佐野良二（堺市職労）▶会計監査委
員　木戸良一（社保労）／寺田俊一（和泉市職労）／上野正高（吹田
水労）▶青年部選出執行委員　熊谷一会（吹田市職労）▶婦人部選出
執行委員　黒田則子（松原市職労）▶壮年部選出執行委員　山本久夫
（堺市職労）▶現評選出執行委員　山岡作雄（守口市職労）▶公企評
選出執行委員　植本眞司（堺市職労）▶関連評選出執行委員　仁木将
（吹田関連労組）▶地協選出執行委員・大阪市内　前田治敏（大阪府
職労）、堺・阪南　岸岡晃三（堺市職労）、中河内・河南　小西誠（羽
曳野市職労）、北河内　竹村修（交野市職労）、北摂　浅井久二（豊中
市職労）▶特別執行委員　久保貴裕（本部）／鴻村博（本部）／猿橋
均（羽曳野市職労）／出向井三利（吹田関連労組）／橋口紀塩（大阪
府職労）／宮武正次（枚方市職労）／山口毅（堺市職労）

この１年間、よろしくお願いします

（順不同・敬称略）

に
、
新
し
い
仲
間
を
迎
え
入
れ
る
取
り

組
み
に
つ
な
げ
た
い
。
今
後
も
、
橋
下

攻
撃
に
一
歩
も
引
か
ず
に
闘
う
」
と
、

決
意
を
述
べ
ま
し
た
。

青
年
部
の
成
長
を
支
え

自
治
労
連
を
強
く
、
大
き
く

　

「
凍
結
し
て
い
た
新
規
採
用
を
職
場

闘
争
に
よ
り
獲
得
し
、
青
年
部
が
復

活
。
昨
年
は
関
西
医
大
労
組
と
共
催
の

ク
リ
ス
マ
ス
パ
ー
テ
ィ
も
開
催
」（
守

口
）、
や
「
日
ご
ろ
の
学
習
や
交
流
に

加
え
、
平
和
展
や
う
た
ご
え
祭
典
な
ど

の
取
り
組
み
で
青
年
部
の
力
を
発
揮
さ

せ
る
」（
東
大
阪
）、
さ
ら
に
「
青
年
が

仕
事
を
通
し
て
育
ち
合
え
る
よ
う
に
、

月
１
回
の
学
習
会
を
開
催
」（
熊
取
学

童
労
組
）、
ま
た
「
委
託
会
社
へ
の
組

織
拡
大
や
連
携
を
視
野
に
入
れ
た
取
り

組
み
と
、
現
業
・
技
能
職
切
り
に
歯
止

め
を
か
け
る
決
意
」（
公
企
評
）、「
先

輩
が
少
な
い
保
育
所
職
場
で
、
中
堅
の

組
合
員
が
新
し
い
仲
間
を
迎
え
る
た
め

に
学
習
や
悩
み
を
出
し
合
う
場
を
つ
く

る
」（
貝
塚
）
な
ど
の
発
言
が
相
次
ぎ

ま
し
た
。

の
実
施
」（
東
大
阪
）、「
市
民
サ
ー
ビ

ス
切
り
捨
て
に
対
抗
し
て
、
市
民
団
体

と
共
同
で
連
続
し
て
取
り
組
ん
で
き
た

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」（
守
口
）、「
公
立
保

育
所
を
守
る
闘
い
で
廃
園
や
『
子
ど
も

園
』
反
対
を
住
民
と
と
も
に
進
め
て
き

た
」（
寝
屋
川
）、
さ
ら
に
、「
幅
広
く

市
民
を
ま
き
こ
み
、
都
構
想
で
堺
は
ど

う
な
る
の
か
の
問
題
提
起
」（
堺
）、
や

「
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
を
抱
え
る
危
険
を
住

民
に
知
ら
せ
、
と
も
に
安
心
し
て
住
め

る
街
を
考
え
る
」（
高
石
）
な
ど
が
出

さ
れ
ま
し
た
。

「
い
き
い
き
働
き
続
け
た
い
」

そ
の
思
い
を
職
場
要
求
闘
争
に

　

「
残
業
を
少
な
く
す
る
『
ロ
ー
残
業

マ
ン
ス
』
や
、
年
休
取
得
の
底
上
げ
を

具
体
的
に
進
め
る
と
と
も
に
メ
ン
タ
ル

研
修
を
実
施
さ
せ
た
取
り
組
み
」（
八

尾
）
や
「
パ
ワ
ハ
ラ
を
絶
対
に
許
さ
な

い
職
場
を
つ
く
る
提
起
」（
門
真
）、

「『
職
場
か
ら
仕
事
を
見
直
す
ア
ン
ケ

ー
ト
』
で
自
治
体
労
働
者
の
本
来
の
仕

事
を
見
つ
め
直
す
取
り
組
み
」（
府
職

労
）を
進
め
る
決
意
が
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

非
正
規
の
分
野
で
は
、「
11
月
20
日

判
決
の
図
書
館
労
組
の
退
職
手
当
裁
判

闘
争
」（
羽
曳
野
）、「
非
正
規
の
処
遇
改

善
」（
豊
中
・
富
田
林
）
や
「
月
１
回

の
幹
事
会
で
の
学
習
を
通
じ
て
組
織
強

化
を
め
ざ
し
、
住
民
の
安
心
・
安
全
に

責
任
を
持
つ
た
め
に
防
災
学
習
体
験
に

も
取
り
組
む
」（
関
連
評
）、「
共
済
問

題
や
書
記
の
働
き
が
い
」（
枚
方
）
な
ど

の
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

自
治
体
労
働
者
だ
か
ら
こ
そ

住
民
と
の
共
同
運
動
を

　

「
住
吉
病
院
の
廃
止
問
題
で
住
民
と

共
同
の
運
動
を
進
め
る
」（
府
職
労
病

院
労
組
）
や
「
補
助
金
廃
止
を
37
万
５

０
０
０
筆
の
署
名
で
撤
回
さ
せ
た
」

（
大
阪
市
学
童
保
育
）、
ま
た
「
民
営

化
さ
れ
た
保
育
所
の
保
護
者
と
の
連

携
」（
松
原
）
や
「
保
育
所
の
最
低
基

準
を
切
り
下
げ
を
許
さ
な
い
市
民
集
会

橋
下
・
維
新
の
会
と
の

た
た
か
い
で
新
た
な
団
結
を

　

大
会
２
日
目
に
「
大
阪
市
思
想
調
査

ア
ン
ケ
ー
ト
裁
判
」
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
上
映

と
、
市
労
組
か
ら
の
特
別
発
言
が
あ
り

ま
し
た
。「
組
合
事
務
所
裁
判
や
思
想

調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
裁
判
を
闘
う
中
で
、

自
分
自
身
の
生
き
方
や
労
働
組
合
の
あ

り
方
が
問
わ
れ
、『
市
労
組
で
よ
か
っ

た
』
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。
さ
ら

　前田委員長は、冒頭のあいさつで「大阪自治労連として重
視したいこと」として３点を提起。１点目は、「大阪市思想
調査アンケート裁判」で市労組55人の原告の生き方をかけ
た熱い思いを受け止め、大阪自治労連の全単組が職場のすみ
ずみまで、闘う意義を周知して全組合員参加の闘争にしてい
くこと。２点目は、仕事の多忙化・過密化による健康破壊が
すすむ中、職場を基礎とした要求実現の取り組みの重視と組
織拡大。３点目は、くらしと平和を守るために、憲法をいか
し、「働くルール」の確立と「雇用と社会保障を中心とする
日本」をめざし、総選挙・参議院選挙や府下の首長選挙で、
共同の拡大に向けて奮闘しようと呼びかけました。

行動する 国民と
の共同を進め

憲法がい きる地域と自治体を


